
鹿沼市立西中学校開校準備会だより

　３月１６日に３回目となる総務分会を開催し、統合校の校歌について、地域から

の意見募集結果を踏まえた最終的な方針の検討を行いました。

　検討の結果、地域としても準備会の方針（統合校の校歌を現在の西中学校のもの

とする）に概ね賛同しているものと判断し、正式に統合校の校歌を現在の西中学校

のものとすることが決定されました。

統合校の校歌を決定しました
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　【実施概要】

　実施期間：令和７年１２月上旬　～　令和８年１月２３日（金）

　対 象 者 ：西中、加蘇中、南摩中学区の住民　約７，９００世帯

　周知方法：対象となる学区内の小中学校の保護者への通知及び対象世帯への回覧

　意 見 数 ：７件

　【主な意見】

　・引続き西中の校歌でいいと思う。

　　当事者となる子どもたちや保護者にとって重要な事項を優先して決定してほしい。

　・生徒たちの意見も聞いてほしい。

　・校名、校章、校歌のいずれも現在の西中のものと変わらないことが残念。３校の統合であれば、

新たな学校がスタートするのに合わせて校歌の一部でも変更していいのではないか。

　・最終的な方針決定の前に、このような段階を踏んでいることに感謝している。歌詞の一部変更に

ついて前向きな検討をお願いしたい。

　・統合直後は現西中の校歌で良いが、落ち着いた段階で校名と校歌を刷新しても良いと思う。

　・既に加蘇地区の子どもが西中に入学しており、南摩地区も順次入学する上、校舎の場所も校名も

変わらないのであれば、現在の西中の校歌のままで良い。

　　地域間の温度差はあると思うが、子どもや保護者に出来るだけ負担が生じ無いように調整を進め

てほしい。

　・西中の校歌は、思い出深く懐かしさを感じる。無理に変える必要はないと思う。

　　少子化の中、地域に根付いていくためにもそのままの校歌を望む。

意見募集の実施概要・実施結果
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通学方法の決定について～スクールバス等の運行～

　現在の西中学校では、自宅から学校までの距離により通学方法が区分されており、　

２ｋｍ以内は徒歩、２ｋｍ～６ｋｍまでは自転車、６ｋｍ以上がスクールバス・タク

シーとなっています。

　統合となる加蘇地区、南摩地区についても、これらの基準により対象地区の保護者の

方と意見交換を行い、次のとおりの通学方法となりました。

【通学方法】

（１）加蘇地区

野尻、加園：自転車通学

下久我、上久我：スクールタクシー

（２）南摩地区

　　　全域（佐目町、油田町、下南摩町、西沢町、上南摩町、旭が丘）：スクールバス

【お知らせ】

・既に西中学校に通われているご家庭については、通学方法は今まで通りです。

・令和８年度は、下久我、上久我の中学１、２年生がスクールタクシー、南摩地

区の中学１年生がスクールバスで西中学校に通学します。

　所定の停留所で生徒の乗降がございますので、ご理解ご協力をお願いいたしま

す。

・スクールバス、スクールタクシーの運行経路や時刻については、毎年秋頃に、

対象となる保護者（翌年度新入生のご家庭を含む）と協議を行い、随時見直し

を行います。

・下図のようなスクールバスを運行します。

　スクールタクシーについては、通常のタクシーとなります。

　統合する３校のＰＴＡの代表者と教頭先生が委員となり、令和７年１２月にＰＴＡ分

会を開催しました。

　①規約・会則等、②組織編成（役員人数、学年PTA、専門部等）、③事業内容（理事

会や学校行事等）、④会費について協議を行い、いずれも現在の西中学校に準ずること

が決定されました。

　また、統合により兄弟姉妹が西中と加蘇中、南摩中に通う世帯では、ＰＴＡ会費の負

担が増えることから、経過措置として、対象世帯のみＲ８～９年度の西中ＰＴＡ会費の

一部を減免することを決定しました。

ＰＴＡ分会を開催しました

※スクールバス外観イメージ


